
（ 月）

時 分から 時 分まで

教育委員会室

　　

名

名

〔　教育長開会宣言　〕　

１
第 号

［説明］ 総務課
（　非公開：会議の要旨）

第 号

［説明］ 総務課
（　非公開：会議の要旨）

　組織の再編等に伴う教育機関の職の設置等について、規則改正の概要の説明を受け、全委員
の賛同により原案どおり決定された。

山梨県教育庁行政文書管理規程及び山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所
管に属する教育機関の職員の駐在に関する規程の一部を改正する訓令

　組織の再編等に伴う教育機関の職員の駐在について、訓令改正の概要の説明を受け、全委員
の賛同により原案どおり決定された。

49

【原案どおり決定】

主 査 小 池 涼 子
働き方改革推進監 伊 藤 宏 紀

傍 聴 人 １

石 原 竜

生 涯 学 習 課 長 古 屋 明 子 課 長 補 佐 藤 田 秀 文
保 健 体 育 課 長 花 輪 孝 徳 副 主 幹 中 村 正 人

古 屋 雅 仁
義 務 教 育 課 長 小 池 孝 二 主 査 奥 野 良
高 校 教 育 課 長 渡 邉 英 裕 総 務 課

岩 出 修 司 課 長 補 佐 宮 本 美 幸
福 利 給 与 課 長 永 井 研 一 福 利 給 与 課
教 育 企 画 室 長

古 屋 修
出 席 職 員

深 沢 泰 斗
副 参 事 矢 崎 孝 高 校 教 育 課
総 務 課 長 望 月 勝 一 高校教育指導監 大 久 保 雅 司

教 育 監 秋 山 克 也 主 事

委 員 小 澤 幸 子

出 席 委 員 教 育 長 降 籏 友 宏
教育長職務代理者 長 澤 重 俊
教育長職務代理者 松 坂 浩 志

第 19 回定例教育委員会 会議録
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開 催 時 間 午前 8 30 午前 9 45

48 山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設
置に関する規則等の一部を改正する規則

【原案どおり決定】

議 案

開 催 場 所

報 道 ２

議案第４８号「山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職
の設置に関する規則等の一部を改正する規則」、議案第４９号「山梨県教育庁行政文書管理規程及
び山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の駐在に関する規
程の一部を改正する訓令」、議案第５０号「知事の権限に属する事務の委任事務の変更につい
て」、議案第５１号「教育委員会所属長等の人事について」、報告事項１４「県立学校事務長等の
人事について」は、いずれも人事に関する案件である旨の発言が教育長からあり、委員全員が了承
のうえ非公開とした。

企 画 調 整 主 幹 大 沼 純 一

特別支援教育・児童
生 徒 支 援 課 長 玄 間 修 課 長 補 佐

学 校 施 設 課 長 功刀 美奈子 課 長 補 佐

委 員 橋 本 幸 子
委 員 椙 浦 陽

教 育 次 長 信 田 恭 央 義 務 教 育 課
教 育 監 荻 野 智 夫 総括課長補佐
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第 号 知事の権限に属する事務の委任事務の変更について
［説明］ 総務課

（　非公開：会議の要旨）

第 号 教育委員会所属長等の人事について
［説明］ 総務課

（　非公開：会議の要旨）

第 号 「山梨県公立学校働き方改革取組方針」の策定について
［説明］ 教育企画室

第 号

［説明］ 福利給与課

第 号
［説明］ 福利給与課

第 号
［説明］ 福利給与課

第 号
［説明］ 義務教育課、高校教育課

第 号
［説明］ 義務教育課

山梨県教育職員旅費支給規程を廃止する訓令

山梨県教育委員会安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

山梨県立高等学校学則及び山梨県教育職員免許に関する規則の一部を改正する規則

山梨県教育職員免許に関する規則の一部を改正する規則57

【原案どおり決定】

【原案どおり決定】

54

【原案どおり決定】

55

50

【原案どおり決定】

56

【原案どおり決定】

教 育 長

【原案どおり決定】

53

教 育 長

椙 浦 委 員

現時点での国の動向を先取りし、現行の働き方改革の取り組みをより進化させた
形でまとめさせていただきました。
先生方一人一人が働き方改革を自分事としてとらえるしくみとして、校内ワーク
ショップを取り入れたり、山梨県の代名詞となった文書半減プロジェクトやコ
ミュニティスクールによる地域連携の学校づくりなどを取組方針のなかに取り入
れたりしています。
そういった取り組みを通して余白の時間を生み出し、先生方が授業の準備や専門
的なものに打ち込めるようになることを目指しています。方針の取り組み期間は
５年ですが、３年ごとに検証をし、その時の状況に応じて柔軟に見直しを図って
いきたいと考えております。
何かご意見等ありましたらお願いいたします。

取り組み主体が明確に整理されており、とても分かりやすい形でまとめてあると
思います。

この取組方針を現場の先生方が理解し、自分事として機能させることが大事だと
思っております。教育委員会全体で取り組んでいきましょう。
ありがとうございました。

山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲
を定める規則の一部を改正する規則

【原案どおり決定】

51

【原案どおり決定】

52

　知事の権限に属する事務の委任事務の変更について、概要の説明を受け、全委員の賛同によ
り原案どおり決定された。

　人事異動について、事案の説明及び名簿の提示があり、全委員の賛同により原案どおり決定
された。
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２
県立学校事務長等の人事について
［説明］ 総務課

（　非公開：会議の要旨）

３

［説明］ 特別支援教育・児童生徒支援課

〔　教育長閉会宣言　〕　

以　　　上

出欠の取扱いについて、近県の中では山梨県はどのような状況なのでしょうか。

近県では学籍の異動をせずに教育保障をしているのが９都県中５県でありまし
て、本県もガイドラインを改定することで、学籍の異動をせずに教育保障をし、
かつ出席認定をする県に加わることになります。

ありがとうございました。

　人事異動について、事案の説明及び名簿の提示があり、全委員の賛同により原案どおり決定
された。

病気療養中のサポート学習に対する出欠の取扱いに関するガイドラインの改定について

病気療養中の児童生徒を受け入れている病院はどこがあるのですか。

現状は、県立中央病院、北病院、山梨大学附属病院、市立甲府病院、富士吉田市
立病院です。

【 了 知 】

椙 浦 委 員

小 澤 委 員

報 告 事 項
(14)

【 了 知 】

玄 間 課 長

玄 間 課 長

小 澤 委 員

その他報告
(19)
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